
○
国
土
交
通
省
告
示
第

号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に

第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
六
年
建
設
省
告
示
第
千
百
二
十
六
号
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

第
一
条
第
一
項
第
一
号
チ
中
「
又
は
同
法
附
則
第
四
条
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ホ
中
「
又
は
第
十

四
条
第
一
項
」
を
「
、
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
平
成
六
年
建
設
省
告
示
第
千
百
二
十
六
号
の
規
定
に
よ
る
認

定
の
申
請
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


